
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和７年５月１２日 

 

経理責任者 

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 

院長 髙橋 章夫 

 

１ 競争に付する事項 

（１） 購入等件名及び数量 

令和７年度検査試薬単価契約 

別紙「令和７年度検査試薬入札品目内訳書」のとおり 

（２）納入期間 

自 令和７年 ７月 １日 

至 令和８年  ６月 ３０日 

（３）納入場所 

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 

（４）入札方法 

① 入札単価については、納入に要する一切の費用を含めた額とする。 

② 入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず税抜金額を記載すること。 

③ 第一交渉権者の決定については、予定価格の制限の範囲内の価格を以っ

て入札した者を契約の交渉権者とし、そのものが複数の場合は、入札した

価格に基づく交渉順位を付し、第一交渉権者を決定する。 

 

２ 競争に参加する者の必要資格に関する事項 

（１） 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、「契約細則」という。） 

第５条の規程に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補

助人であっても、契約締結のために必要な同意をえているものは、同条中、特

別の理由がある場合に該当する。 

（２） 契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

（３） 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の販売」の A、 

B 又は C の等級に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者で



あること。 

  （４）購入される物品を経理責任者が指定する日時、場所に十分に納めることがで

きることを証明した者 

  （５）契約物品の JANコード、GS-1コードや販売者に変更があった場合、速やか

に連絡をすることのできる体制を有する者であること。 

  （６）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づ

いて医薬品の販売許可を受けていることを証明した者であること。 

（７）契約細則第４条の規定に基づき経理責任者が定める資格を有する者であるこ  

と。 

 

３ 契約条項を示す場所 

〒３７７－０２８０ 

   群馬県渋川市白井３８３番地 

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 

企画課 契約係  横堀 圭太 

電話 ０２７９－２３－０６２３ 内線２２１４ 

 

４ 競争執行の場所及び日時 

（１） 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

    〒３７７－０２８０ 

    群馬県渋川市白井３８３番地 

    独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 

    企画課 契約係  横堀 圭太 

    電話 ０２７９－２３－０６２３ 内線２２１４ 

（２） 入札説明会は実施しない 

（３） 入札書の受領期限 

    令和７年６月６日（金）１７時必着 

（４） 開札の日時及び場所 

    日時 令和７年６月９日（月）１３時３０分 

    場所 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 院内会議室 

 

５ その他必要な事項 

（１）入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

  （２）入札者に要求される事項 

     この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書と２（３）、（４）、及



び（６）の証明となるものを受領期間内までに提出しなければならない。 

     なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明

となるものについて説明を求められた場合はそれに応じなければならない。 

（３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求めら

れる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（４）契約書作成の要否 

要 

（５）契約の相手方の決定方法 

契約細則第２１条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入

札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第

一交渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価

格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から１０日以内に

契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権

者と交渉を行うことができる。 

（６）変更契約 

本入札に係る契約締結後において、契約締結後から契約期間満了までの 

間に診療報酬の改定等市場環境の急激且つ大幅な変更がある場合には、契約

書に定める甲・乙双方から変更契約を申し出ることができるものとする。 

  （７）消費税率改定後の支払い 

      本契約は消費税経過措置の適用はないため、契約期間の中途において消費

税法の改定により消費税率が改訂された場合には、施行日以後における支払

いに係る消費税については、改訂後の消費税率を適用するものとする。 

  （８）その他 

      詳細は入札説明書による。 

 

 


